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１７※ 徳島県税事務取扱規程の一部を改正する訓令 税務課



徳
島
県
訓
令
第
十
七
号

税

務

課

徳

島

県

東

部

県

税

局

徳

島

県

総

合

県

民

局

徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
訓
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
五
章

犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
の
事
務
（
第
四
十
九
条
―
第
六
十
六
条
）
」
を
「
第第

五
章

犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
の
事
務
（
第
四
十
九
条
―
第
六
十
六
条
）

に
改
め
る
。

六
章

雑
則
（
第
六
十
七
条
）

」

第
四
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
一
号
）
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
（
様
式
第
二
号
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
事
務
を
処
理
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
の
二
中
「
（
様
式
第
二
号
の
二
）
」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
公
示
送
達
簿
（
様
式
第
三
号
）
に
所
要
事
項
を
記
載
」
を
「
公
示
送
達
決
議
書
に
よ
る
決

議
」
に
改
め
、
「
（
様
式
第
四
号
）
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
毎
月
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
県
税
及
び
税
外
収
入

報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
県
税
調
定
収
入
実
績
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
八
条
中
「
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
県
税
及
び
税
外
収
入
決
算

書
（
様
式
第
十
四
号
）
」
を
「
県
税
決
算
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
（
様
式
第
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
三
項
に
定
め
る
あ
ん
分
率
」
を
「
第
八
条
第
三
項
に
定
め
る
按
分
率
」

あ
ん

に
、
「
同
項
に
定
め
る
あ
ん
分
率
」
を
「
同
項
に
定
め
る
按
分
率
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
中
「
（
様
式
第
十
五
号
の
二
）
」
を
削
る
。

第
十
三
条
の
表
事
業
税
の
項
中
「
個
人
事
業
税
所
得
調
査
表
（
様
式
第
十
八
号
）
」
を
「
個
人
事
業
税

課
税
資
料
調
査
表
」
に
改
め
、
同
表
不
動
産
取
得
税
の
項
中
「
（
様
式
第
十
九
号
）
」
及
び
「
（
様
式
第

二
十
号
）
」
を
削
り
、
同
表
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
項
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
調
査
表
兼
更
正

・
決
定
決
議
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
調
査
表
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
（
様
式
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
個
人
事
業
税
課
税
資
料
調
査
表
兼
決
定
決
議
書

（
様
式
第
二
十
三
号
）
」
を
「
個
人
事
業
税
課
税
資
料
調
査
表
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
課
税
標
準
額
の
決
定
等
の
手
続
）

第
十
五
条

局
長
は
、
課
税
標
準
額
及
び
税
額
等
の
更
正
又
は
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
更
正
決

定
等
決
議
書
に
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
し
て
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

局
長
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
県
税
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額
等
を
確
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
賦
課
決
議
書
に
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
し
て
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

３

局
長
は
、
法
人
の
県
民
税
又
は
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
の
中
間
申
告
書
の
提
出
が
あ

つ
た
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
み
な
す
申
告
決
議
書
に
よ
り
決
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
調
定
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
に
、
調
定
決
議
書
に
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
資
料
を
添
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
中
「
（
様
式
第
三
十
二
号
の
二
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

第
十
八
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
三
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
三
十
四
号
の

二
）
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
三
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
三
十
六
号
）

」
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
（
様
式
第
三
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
（
様
式
第
三
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
中
「
（
様
式
第
三
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
（
様
式
第
四
十
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
台
帳
等
」
を
「
交
付
簿
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
課
税
台
帳
等
」
を
「
交

付
簿
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
（
様
式
第
四
十
六
号
）

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
（
様
式
第
四
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を

同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
（
様
式
第
四
十
六
号
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を

削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
（
様
式
第
五
十
号
の
二
）

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
（
様
式
第
五
十
号
の
三
）
」
を
削
り
、
同
号

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
（
様
式
第
五
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す

る
。第

二
十
六
条
中
「
督
促
状
発
付
簿
（
様
式
第
五
十
二
号
）
」
を
「
督
促
状
発
付
決
議
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
督
促
状
を
発
付
し
た
と
き
、
又
は
」
、
「
、
若
し
く
は
他
の
県
税
局
等
の
長

か
ら
徴
収
金
の
徴
収
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
」
及
び
「
（
様
式
第
五
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

を
削
る
。

第
二
十
八
条
中
「
（
様
式
第
五
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
中
「
（
様
式
第
五
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
滞
納
処
分
票
」
を
「
徴
収
金
の
滞
納
者
及
び
概
要
並
び
に
滞
納
整
理
の
て
ん
末

を
記
載
し
た
資
料
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
五
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「

（
様
式
第
五
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
六
十
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
六
十
一
号
）

」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
様
式
第
六
十
二
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
中
「
（
様
式
第
六
十
三
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
中
「
（
様
式
第
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。



第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
六
十
五
号
）
」
及
び
「
（
様
式
第
六
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
（
様
式
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
六
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
納
入
す
べ
き
者
の
」
の
下
に
「
住
所
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
（
様
式
第
六

十
九
号
）
」
を
削
り
、
「
、
そ
の
者
の
」
の
下
に
「
住
所
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様

式
第
七
十
号
）
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
二
号
中
「
郵
便
振
替
法
」
を
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
」
に

、
「
指
定
代
理
納
付
者
が
納
入
義
務
者
に
代
わ
つ
て
歳
入
を
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
が
歳
入
等
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
中
第
八
号
を
第
九
号

と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
収
納

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
領
収
証
綴
（
様
式
第
七
十
一
号
）
」
を
「
領
収
証
綴
」
に
、
「
領
収
証
綴
交

つ
づ
り

つ
づ
り

付
申
請
書
（
様
式
第
七
十
二
号
）
」
を
「
領
収
証
綴
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
領
収
証

綴
の
」
を
「
領
収
証
綴
の
」
に
、
「
領
収
証
綴
送
付
書
（
様
式
第
七
十
三
号
）
」
を
「
領
収
証
綴
送
付
書

つ
づ
り

つ
づ
り

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
領
収
証
綴
の
」
を
「
領
収
証
綴
の
」
に
、
「
領
収
証
綴
を
」
を
「
領
収
証

つ
づ
り

つ
づ
り

綴
を
」
に
、
「
領
収
証
綴
受
払
兼
交
付
簿
（
様
式
第
七
十
四
号
）
」
を
「
領
収
証
綴
受
払
兼
交
付
簿
」
に

つ
づ
り

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
領
収
証
綴
」
を
「
領
収
証
綴
」
に
改
め
る
。

つ
づ
り

第
三
十
九
条
中
「
（
様
式
第
七
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
七
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
様
式
第
七
十
七
号
）

」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
様
式
第
七
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
七
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
様
式
第
八
十
号
）

」
を
削
る
。

第
四
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条

削
除

第
四
十
四
条
中
「
（
様
式
第
八
十
二
号
）
」
及
び
「
（
様
式
第
八
十
三
号
）
」
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
過
誤
納
金
還
付
（
充
当
等
）
決
議
書
」
を
「
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
決

議
書
」
に
改
め
、
「
（
様
式
第
八
十
四
号
）
」
を
削
り
、
「
過
誤
納
金
還
付
（
充
当
等
）
総
括
表
（
様
式

第
八
十
五
号
）
」
を
「
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
総
括
表
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
七

の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
七
の
二
十
第
二
項
」
に
、
「
過
誤
納
金
還
付
請
求
書
」
を
「
過
誤
納
金

等
還
付
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
県
税
過
誤
納
金
還
付
（
充
当
等
）
仕
訳
書
（
様
式
第
八
十

六
号
）
」
を
「
過
誤
納
金
等
還
付
（
充
当
）
仕
訳
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
（
様
式
第
八
十
八
号
）
」
を
削
り
、
「
条
例
第
五
十
三
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
自

動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
」
を
「
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
中
「
検
税
吏
員
」
を
「
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
徴
税
吏
員
（
以
下

「
検
税
吏
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
（
様
式
第
八
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
条
中
「
（
様
式
第
九
十
号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
中
「
（
様
式
第
九
十
一
号
）
」
、
「
（
様
式
第
九
十
二
号
）
」
及
び
「
（
様
式
第
九
十
三



号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条

削
除

第
五
十
四
条
中
「
（
様
式
第
九
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
五
条
中
「
（
様
式
第
九
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
中
「
（
様
式
第
九
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条

削
除

第
五
十
九
条
中
「
（
様
式
第
百
六
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
百
七
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
二
条
中
「
（
様
式
第
百
八
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
中
「
（
様
式
第
百
九
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
四
条
中
「
（
様
式
第
百
十
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
五
条
中
「
（
様
式
第
百
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
六
十
六
条
中
「
（
様
式
第
百
十
二
号
）
」
を
削
る
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

雑
則

（
書
類
の
様
式
）

第
六
十
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
百
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
同

月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
指
定
代
理
納
付
者
が

納
入
義
務
者
に
代
わ
っ
て
歳
入
を
納
付
す
る
方
法
に
よ
る
徴
収
金
の
収
納
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
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